
 

1 

応急手当普及員講習と応急手当指導員講習は学生をどう変えるか 

‐大府市消防本部・消防署とともに「仲間をまもり隊」として活動することによって‐ 

至学館大学健康科学部健康スポーツ科学科 
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1．はじめに 

2024(令和 6)年 2 月、福岡県みやま市の小学校で 1 年の児童が給食で配膳されたうずらの卵を喉に詰

まらせて死亡したというニュースが全国に流れた 1）。当時、筆者は 12 名の学生とともに大府市消防本

部・消防署(愛知県)の応急手当普及員講習を受講していた。ちょうど窒息発生時の対処法として、背部

叩打法や腹部突き上げ法(ハイムリック法)を習い、実技練習をくりかえしながら、その難しさに頭を抱

えていたところであったから、このニュースを知り、ひどく衝撃を受けた。早速、応急手当普及員講習

の指導者である消防職員に、この学校の担任教員は応急処置をほどこしたと伝えられているが、どうし

たら助けられたのかと真剣に質問した。 

 応急手当普及員講習では、基礎医学（人体の構造、感染防止など）と応急手当（AED の取扱いを含む）

の実技と指導法等を身につけるべく学習する。筆記試験や実技試験を経て、応急手当普及員に認定され

た場合、大府市消防本部・消防署では、一般市民に対して、応急手当普及員より上位資格にあたる応急

手当指導員講習の門戸も開かれている。ちなみに、応急手当普及員講習、応急手当指導員講習は、いず

れも総務省消防庁が定める要綱にもとづき、各市町村の消防本部の消防長によって主催および認定され

る公的資格となっている注 1)。 

 応急手当指導員に関しては、一般的に医師や消防吏員(救急隊員や救急救命士)、消防団員が取得する

資格とされ、多くの自治体では一般市民が受講することはできない。しかし、大府市消防本部・消防署

の場合は、受講の条件として応急手当普及員講習の修了者（大府市在住者または大府市内在勤者が対象）

とされることから、大府市内に在学する至学館大学の学生も在勤となる筆者も受講がみとめられた。 

 本稿では、大府市消防本部・消防署による応急手当普及員講習と応急手当指導員講習を受講した学生

の体験を中心に、学生が応急手当の術を身につけることの重要性をまとめたい。 

 

2．学校での事故 

日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度注 2）によって見舞金等が支払われた小学校、中学

校、高等学校での死亡事故は、2005(平成 17)年度から 2023(令和 5)年度までの 19 年間で 1,151 件発

生している(表 1 参照)。一方、「読売新聞」(2024 年 2 月 27 日)によると、2016(平成 28)年度から

2022(令和 4)年度までの 7 年間に起きた少なくとも 456 件の死亡事故のうち、国に報告があったのは 3
割にとどまり、7 割が未報告であったという 2）。つまり、文部科学省は全国の学校注 3)に「学校事故対応

に関する指針」(2016 年 3 月)3)を通知したが順守されていなかったということである。それを受け、よ

り実効性を高めるために、さらに被害児童生徒等およびその家族への配慮した支援が十分に取られてい

ないと考えられる事案があることなどから、2024(令和 6)年 3 月に「学校事故対応に関する指針」の改

訂版 4)が通知された。 

 旧指針でも改訂指針でも教職員の危機管理に関する資質の向上が求められ、そのなかには「応急手当

(心肺蘇生、AED の使用含む)等の技法等を習得」(旧指針では p.5、改訂指針では p.7)するようにとさ

れている。さらに改訂指針では、「学校安全に係る教職員の研修・訓練は、できる限り新年度の早期に行

うこと」(p.8)とも記されている。 

 また、旧指針の「学校教育の充実」では、「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」(p.6)5)からの

引用であったり、「安全教育の目標を実現するためには、各学校で基本的な方針を明らかにし、指導計画

を立て、意図的、計画的に推進する」(p.6)3)とされていたり、多分に抽象概念的なものであったが、改
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訂指針には以下のようにも追記されている。「現行の学習指導要領においては、防災を含む安全に関す

る教育の目標が強化され、また小学校においても救命実習を実施する例が増加し、救急の現場で児童生

徒が教職員や大人を手伝って活躍する場も増えている。この面での指導の充実を図ることによって、重

大事故の未然防止につながることも期待できる。」(p.10)4)注 4）よって、事故発生にそなえ、事前に「児

童生徒に対しても、人が倒れた時の心肺蘇生の方法や AED 使用の重要性を教えておく」(p.11)4)ことと

されている。 

 大学の場合は、高校生に比べて学生の行動範囲が広がることから生協の学生総合共済や学生総合保障

制度など、約 4 人に 1 人(2021 年度は約 290 万人のうち、約 67 万人、約 23%)が何らかの保険に加入

しているという 6)。 

 文部科学省によると、2021(令和 3)年度、全国の国公私立大学(短期大学、大学院大学を含む)1,044
大学のうちの 82.5%にあたる 932 大学(在籍学生数 279 万 5,775 人)において死亡学生数は合計 636 人

であったという。死因別にみると、病死が 162 人、事故死が 84 人、自殺またはその疑いが 331 人、他

殺・不詳が 59 人であった 7)。 
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 一方、2011(平成 23)年から 2015(平成 27)年度までの 5 年間に学生教育研究災害傷害保険の保険金

が支払われた事故件数は年間平均 15,911 件であり 8)(表 2 参照)、さらに死亡事故件数は年間で平均す

ると 13.4 件になる 8)(表 3 参照)。 

 文部科学省の調査による学校での事故件数は 2015(平成 27)年のものであり、調査年のズレがあるも

のの、学校で死亡する場合は突然死がもっとも多く、それは部活動の時間に多く発生していることがわ

かる 9)(表 4、表 5、表 6、表 7、表 8 参照)。 

 学生教育研究災害傷害保険の保険金の支払い状況からも、課外活動(クラブ活動中)の事故が圧倒的 
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に多く、さらに競技ごとの発生状況は起源を同じフットボールとするラグビーとサッカーで事故が多い

と知れる 8)10)(表 9、表 10 参照)。課外活動(クラブ活動中)に次ぐのは、通学中と正課授業の体育実技中

である(表 2 参照)。死亡事故については、通学中に次いで課外活動(クラブ活動中)の時間に発生してい

る 8)(表 3 参照)。 

 いずれの学校段階でも体育・スポーツの時間に事故が発生する場合が多いことから、ここに関わる教
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職員や指導者らは、とりわけ応急手当の術を身につけておく必要性があるといえる。さらに、いざとい

う場合、ひとり、ふたりの教職員だけでは助けられない場合も想定されることから、児童生徒や学生が

応急手当を習得しておくことも重要と考えられる。 
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3．一般市民による救命手当と応急手当について 

あらゆる怪我や病気の人に対して一般市民が処置することを救命手当、応急手当という。救命手当と

は、救急蘇生法(心肺蘇生法や止血法)をもちいて人を助けることである。怪我や病気のなかでも、もっ

とも重篤で緊急を要するものは、心臓や呼吸が止まってしまった場合である。前触れなく、突然、心臓

と呼吸が停止してしまう原因には、急性心筋梗塞や脳卒中等の病気の他にプールでの溺水、食べものを

喉に詰まらせてしまう窒息などがある。このように心臓や呼吸が止まってしまった場合に必要とされる

のが、心肺蘇生(胸骨圧迫と人工呼吸)と AED の使用である(一次救命処置)。 

応急手当とは救急蘇生法以外の手当をいう 11)注 5)。たとえば、応急手当には、怪我(出血や打撲、骨折、

擦り傷、火傷など)や病気(頭痛、腹痛、鼻血、発熱、痙攣、ショック状態など)、日常生活のアクシデン

ト(転倒事故、熱中症、突き指、過呼吸、誤飲、急性アルコール中毒など)、アウトドアのアクシデント

(水難事故、低体温症、虫刺されなど)、事故や災害時(スポーツ外傷、交通事故、火災や地震や台風や落

雷などによる怪我等)の場合と、あらゆる状況があり、幅広く、これらの怪我や病気などに対して適切な

処置をすることが求められる。多くの場合、怪我や病気の人をいちばん最初に発見するのは一般市民で

ある私たちであり、一般市民が救急隊員や医師に引き継ぐまでの間に、いかに手当てをするかによって

怪我や病気や事故の予後が大きく左右されるからである。 

  

3－1．いざという時、AED をただしく使えるか 

いつでも、どこでも、誰にでも起こりうる突然の心停止(心肺機能停止)だが、そのまま何も処置をし

ないと 1 分毎に 7%から 10%生存率が下がるという 12）。また、119 番通報をして救急隊が現場に駆けつ

けるまでには全国平均 10.3 分かかることから 13）、心停止にある人の生死を分け、生存したとしてもそ

の後の社会復帰(予後)の可能性のカギを握るのは、第一発見者である私たち一般市民が救急隊に引き継

ぐまでの数分間の初動にかかっているといえる。 

 一方、AED の使用が医療関係者以外の一般市民にも認められるようになったのは、いまから 20 年あ

まり前の 2004(平成 16)年 7 月のことであった。その後、AED をただしく使うことによって救われる命

が数多くあると広く知られることになり、現在日本には約 69 万台の AED が設置されている 14）。ちな

みに至学館大学の所在する愛知県大府市には 257 台(設置か所 231)、至学館大学のキャンパス内には 7
台(大学キャンパス内に 6 台、隣接する至学館大学附属幼稚園内に 1 台)の AED が設置されている(2025
年 3月現在、大府市内の台数、設置か所については大府市消防本部・消防署の把握している限りである)。 

普段、駅やコンビニやショッピングモール、公民館などに AED が設置されているのを目にしたこと

がある人は少なくないだろうが、いざ傷病者を発見し、そのカバーを外し、電源を入れて、電極パット

を手にしてみたことはとなると、その数はぐんと減ることだろう。 

 総務省消防庁によると、2023(令和 5)年に全国で一般市民が目撃した心停止状態の傷病者は 28,354
人であったという。そのうちの 16,927 人(59.7%)は一般市民が心肺蘇生を実施した傷病者数である。つ

まり、6 割弱のケースで一般市民が胸骨圧迫などの心肺蘇生を開始している、だが、そのうち AED を

実施した傷病者数は、わずか 1,407 人であった 15)(表 11 参照)。 

 

 

 

 文部科学省においても、「第 3 次学校安全の推進に関する計画」(2022 年 3 月)で、次のように述べて

いる。「国は、大学等の教員養成機関に対し、学校安全に関する学修内容を充実するよう促す。上述の心

理的な側面等の学修のほか、例えば、カリキュラム・マネジメントに関して学修する中で学校安全を題

材として取り扱うことや、全ての教職を志す学生に応急救命措置の知識を付けさせるため AED を用い

た実習を含む一次救命措置(BLS)を教育の基礎的理解に関する科目以外のプログラム等を作成し、 
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大学等へ具体的に情報提供し、教育課程の内外を通じた学校安全の学修の充実を推進する。」(文部科学

省 2022、p.8)とのことである 16）。 

 この計画の実施状況を文部科学省の委託事業として三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングが

2024(令和 6)年 3 月にまとめた「学校安全総合支援事業(学校安全の推進に関する調査研究)～学校安全

計画に係る取組状況調査結果の分析～」によると、2023(令和 5)年 12 月から 2024(令和 6)年 1 月にか

けて教職課程を有する大学および短期大学 428 団体から得られた回答では、教員養成段階において必修

となっている授業で「AEDを用いた実習(具体的にAEDの訓練利用)を行っている」大学は全体の 11.7%
であり、「一次救命処置に関する内容（具体的な内容の座学や実習等）を含んでいる」大学は全体の 31.1%
であった。「いずれも該当しない」という大学は半数近い 44.7%である(図 1 参照)。多くの大学でなぜ

「いずれも該当しない」、イコール実施できていないかという理由は、以下の通りである(表 12参照)17)。 

 筆者の勤務する至学館大学においても小規模ではあるが教職課程があり、「安全・救急法」(健康スポ

ーツ科学科 1 年生対象の前期、体育科学科 1 年生対象の後期、栄養科学科 3 年生対象の前期)や「こど

もと安全(含学校安全・防災教育)」(こども健康・教育学科 4 年生対象の前期)といった授業があるが、

2024(令和 6)年度のシラバスによると、必修であったり、選択であったり、AED の取扱いがあったり、

なかったり、学科によってまちまちである。 

 

3－2．大府市消防本部・消防署の応急手当普及員講習と応急手当普及員指導員講習から 

ここでは、「仲間をまもり隊」注 6）として、大府市消防本部・消防署における 2023(令和 5)年度と 2024(令
和 6)年度の応急手当普及員講習および応急手当指導員講習に受講した学生たちの体験談をまとめたい。 

そもそも一般市民が行う応急手当の実施方法等の統一基準が自治省消防庁注 7）から示されたのは

1993(平成 5)年のことである 18）。さらに、かつては救急隊員や医療従事者しか使用できなかった AED
を一般市民でも使用できるようになったのは 2004(平成 16)年以降のことであった。 

傷病者の救命率向上には一般市民による応急手当(心肺蘇生法等を含む)が必要不可欠であることか

ら、AED の普及とともに普通救命講習注 8）や上級救命講習注 9）などが全国の消防本部において実施され

ていくことになる。このような応急手当講習のなかに応急手当普及員講習や応急手当指導員講習も位置

づけられる。 

応急手当普及員講習は、「事業所又は防災組織等において、当該事業所の従業員又は消防組織等の構

成員に対して行う普通救命講習の指導に当たる応急手当普及員を養成する講習」(総務省消防庁、2024
年、p.49)13）である。応急手当普及員への認定は、総務省消防庁が定める要綱にもとづき、各自治体の 
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消防本部の消防長によって行われ、資格としての位置づけは公的資格となる。認定期間は、3 年間であ

り、再講習を受講することによってさらに 3 年間有効となる。 

また、応急手当指導員講習とは、「普通救命講習又は上級救命講習の指導に当たる応急手当指導員を

養成する講習」(総務省消防庁、2024、p.49)13）とされ、認定されると応急手当普及員資格よりも活動範

囲を広げ、認定された市町村内であれば、所属する事業所、施設、学校(大学含む)以外の場でも、その

従業員や各種団体の構成員(教職員や学生含む)以外のものを対象とした心肺蘇生法等を指導すること

ができる。応急手当指導員への認定は、総務省消防庁が定める要綱にもとづき、各自治体の消防本部の

消防長によって行われ、資格としての位置づけは公的資格となる。認定期間は、3 年間であり、再講習

を受講することによってさらに 3 年間有効となる。 

 学生たちにとって、応急手当普及員講習や応急手当指導員講習は、どのような学びがあるものであっ

たか。2023(令和 5)年度に受講した学生 12 名と 2024(令和 6)年度に受講した学生 13 名、合計 25 名

(表 13)注 10)を対象としたアンケート調査の結果からみてみたい。なお、本調査は、それぞれの年度の応

急手当指導員講習修了の直後に行っている。 
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① 応急手当普及員講習と応急手当指導員講習の満足度。 

25 人のうち 22 人(88.0%)の学生が「とても満足」であったと答えている(図 2 参照)。応急手当普及

員講習、応急手当指導員講習、どちらも全日 8 時 30 分から 17 時 15 分までの講習であり、学生らは現

地集合、現地解散であった。学生のなかには大府市消防本部・消防署まで片道 2 時間ほどをかけて通う

ものもいた。 

 

② 応急手当普及員講習と応急手当指導員講習は社会で活用できると思うか。 

25 人のうち 22 人(88.0%)の学生が応急手当普及員講習、応急手当指導員講習で学んだことは今後の

社会生活、学生生活のなかで「とても活用できる」ものであると答えている(図 3 参照)。受講した学生

の進路希望は消防職員、警察官、市役所職員、教員、銀行員、一般企業での営業職、飲食店経営など、

当然のことながらさまざまであるが、どのような進路を望んでいようが応急手当の知識や技能はかなら

ず役立つものであるという考えによる回答であろう。 

 

③ 応急手当普及員講習と応急手当指導員講習は楽しかったか。 

25 人のうち 20 人(80.0%)の学生が応急手当普及員講習、応急手当指導員講習は「とても楽しかった」

と回答している(図 4 参照)。応急手当普及員講習も応急手当指導員講習も大府市に在住、在勤、在学者

から受け入れ、定員 30 人程度とされている。よって学生たちは大府市内の一般の方々とともに受講す 
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ることになった。さまざまな立場、さまざまな年齢の方たちと一堂に会して、同じ方向に向かって学ぶ

ことの楽しさもここには含まれているのではないだろうか。 

 

④ 応急手当普及員講習と応急手当指導員講習の難易度。 

25 人のうち 11 人(44.0%)の学生が応急手当普及員講習、応急手当指導員講習の難易度は「どちらで

もない」(難しくも易しくもない)と答えている。しかし、ここでは、「易しい」、「とても易しい」という

回答が 9 人、「難しい」、「とても難しい」という回答が 5 人とあり、どのようにとらえるかはかなり個

人差があると知れる(図 5 参照)。 

 

⑤ 応急手当普及員および応急手当指導員に認定されたことによって社会の一員であるという意識に変

化はあったか。 

25 人のうち 15 人(60.0%)の学生が応急手当普及員講習、応急手当指導員講習を受講したことによっ

て社会の一員であるという意識が「とても高まった」と回答している。ここに「高まった」と回答した

学生もくわえると 23 人(92.0%)となる（図 6 参照）。 

 

⑥ 応急手当普及員および応急手当指導員に認定されたことで自分に自信を持てたか。 
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 25 人のうち 15 人(60.0%)の学生が応急手当普及員講習、応急手当指導員講習を受講したことによっ

て自分自身に対する自信が「とても強まった」と回答している。上記と同様「強まった」と回答した学

生もくわえると 23 人(92.0%)となる(図 7 参照)。 

 

⑦ 応急手当普及員および応急手当指導員の講習や資格取得を多くの人に普及する必要があると思うか。 

 25 人のうち 21 人(84.0%)の学生が応急手当普及員講習、応急手当指導員講習を多くの人に普及する

ことは「とても必要」であると回答している(図 8 参照)。 

 

⑧ 応急手当普及員および応急手当指導員の講習や資格取得について、受講生以外の人に話をしたか。 

 25 人のうち 23 人(92.0%)の学生が応急手当普及員講習、応急手当指導員講習について、ともに受講

したメンバー以外に何らか話をしている(図 9 参照)。 

 

⑨ 応急手当普及員および応急手当指導員の講習や資格取得について SNS で発信(投稿)したか。 

周囲の人に応急手当普及員講習や応急手当指導員講習に関する話をしていても、それを SNS(Instag 
ram、X、TikTok、BeReal 等)で発信している学生は 25 人のうち 4 人(16.0%)であった(図 10 参照)。

大学生の SNS 利用率は 97.2%19）と、日常的にさまざまな情報を SNS から収集している学生たちだが、

発信となるとさほど積極的ではないことが知れる。 
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その他、応急手当普及員講習および応急手当指導員講習に関する感想や意見の自由記述は、以下の通

りである(表 14 参照)。 

 

4．救命手当のある事例 

 ここでは、バイスタンダー注 11)となり、人の命を救った実際の話を伝えたい(2025 年 3 月 19 日にイン

タビュー形式で取材を行った)。 

 2024(令和 6)年 3 月末日、閑静な住宅街である長久手市丁子田は快晴で、汗ばむ陽気だった。昼前、

渋谷信さん(当時 46 歳)は妻とともに自転車で散走していた。目の前には長い坂道があり、その坂のて

っぺんにはジョギング中の男性(当時 58 歳)が少し苦しそうに立ち止まっているようにみえた。「暑さで

疲れたのだろうか」と渋谷信さんは妻と話しながら、坂道をのぼり、その男性の横を通り過ぎようとし

たとき、突然、男性は崩れるようにして倒れ込んだ。 

渋谷信さんと妻はすぐに自転車をおりて男性に駆け寄った。男性は泡をふいているようにみえた。目

の焦点があわず、瞳孔がひらいているようにみえた。呼吸をしているようにはみえない。渋谷信さんは

危険を感じ、妻とともに男性を仰臥位にして、妻には 119 番通報をするようにいった。その間、男性の

頬を触り、「聞こえるか」、「大丈夫か」と声をかけたが、反応がない。呼吸もしていない。首に手をあて

脈を確認したが動いていなかった。 
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119 番につながり、渋谷信さんは電話口の指示に従い、胸骨圧迫を開始した。男性は薄着であったこ

とから、服をはだけることはしなかった。胸骨圧迫は 30 年近く前に自動車学校の講習で一度受けたき

りで、バイスタンダーになることももちろんはじめてであった。倒れた男性は目を見開き、白目の色が

灰色に濁ってみえた。恐怖を感じたが、自分がやるしかないと思った。これ以上強く押すと肋骨か胸骨

が骨折すると感覚でわかった。骨がやわらかく感じた。胸骨圧迫をすることによって心臓が動いている

ということも感覚としてわかった。妻に AED を持ってきてほしいということは思いもしなかったし、

胸骨圧迫以外のことを考える余裕は一切なかった。 

胸骨圧迫をつづけていると、男性は痰が絡まった感じの息づかいや身体の一部が動いたように思えた

ため、渋谷信さんは手を止めたが男性はまったく動いていなかった。だから、すぐさま胸骨圧迫を再開

した。 

その歩道のとなりの車線はバスの通る車の往来が多い道であり、多少は通行人もいた。遠くからこち

らをみている人がいたように思う。しかし、近づいてきて一緒に助けてくれる人はいなかった。渋谷信

さんも妻も周囲の人を呼んで助けを求めるということはしなかった。 

この現場に救急隊が駆けつけたのは、119 番通報をしてから 12 分から 13 分後のことであった。渋谷

信さんは約 10 分間、無我夢中で、ひとりで胸骨圧迫をつづけていたことになる。その時間は、10 分と

は思えないほど、非常に長く感じた。汗だくになっていて、甚だしい疲れを感じた。救急隊はその場で、

手際よく AED を使用した。しかし、男性の意識は戻らず、病院に搬送された。 

 翌日、警察から連絡があり、聞かれるままに当時の状況を話した。渋谷信さんの住所と電話番号は消

防と警察に伝えてあった。その後、来る日も来る日も渋谷信さんと妻は、その男性のことを案じていた。 
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 胸骨圧迫をした日から 2、3 週間後、消防から連絡があり、男性は心筋梗塞であったこと、病院に搬

送されて 4 日間は意識不明だったが、その後、意識が戻ったと聞いた。胸骨圧迫による骨折はしていな

かったと言われ、安堵した。そして、男性は入院から 1 か月後に退院することができた。2024(令和 6)
年 4 月末日、渋谷信さんと妻に長久手消防署から感謝状が贈られた 20)。 

 

5．おわりに 

 誰もがバイスタンダーになる可能性がある。家庭、職場、外出時の街中など、いつ目の前で怪我人や

急病人が発生するか、わからない。 

総務省消防庁は、救急車が 119 番通報を受けてから現場に到着するまでの時間について、2022(令和

4)年は全国平均で約 10.3 分(前年より約 50 秒長い)であったという。高齢者の増加やコロナ禍の延長で

救急車を呼ぶハードルが下がった人たちがいるといった社会状況から出動件数は年々増加傾向にあり、

医療機関に引き継ぐまでの平均時間も前年より約 8 分以上遅くなった約 47.2 分であったという 13)。 

 このような背景からも一般市民による応急手当や救命処置の重要性はますます高まっているといえ

る。総務省消防庁によると、応急手当の普及に係る各講習の受講者数は、1995(平成 7)年から 2023(令
和 5)年までの間に、表 15 の通り推移している。このうち、2005(平成 17)年から 2023(令和 5)年まで

の期間となるが、大府市における応急手当の普及に係る各講習の受講生数は表 16 の通りである。 

 「仲間をまもり隊」の学生は、大府市消防本部・消防署による応急手当普及員講習を受講し 2023(令
和 5)年度は 12 名、2024(令和 6)年度は 13 名が、その資格を認定された。同じく大府市消防本部・消

防署による応急手当指導員講習を受講し 2023(令和 5)年度は 12 名、2024(令和 6)年度は 12 名が、そ

の資格を認定されている。 

2023(令和 5)年度に資格を取得したうちの 8 名の学生は、その後、至学館大学内で学科や学年を問わ

ず全学生に参加を呼びかけ、2024(令和 6)年 10 月、100 人の学生に心肺蘇生法講座(AED の取扱い含

む)を実施した。学生が学生に伝えるという、この講座は、受講する学生から質問が絶えず、指導する側

の学生の知識や技能が試される時間でもあった。2024(令和 6)年 10 月時点で、大府市内の応急手当指

導員は 150 人であり、そのうちの 101 人は消防職員であるという。のこる 49 人は一般市民になるが、

12 名は「仲間をまもり隊」の学生であり、ほかは介護施設職員や養護学校教諭などである 21)。また、同 
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じく 2024(令和 6)年 10 月時点で大府市内の応急手当普及員は 102 人で、その多くは会社員であるとい

う(うち 12 名は、2023 年度の講習を受講し資格を認定された「仲間をまもり隊」の学生である)21）。 

 総務省消防庁による「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」(1993 年 10 月施行)のなか

に、次のように記されている。「16 応急手当指導員の責務 (1)応急手当指導員は、住民に対する普及

講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑽

に努めるものとする。」22)つまり、学生といえども単に資格を取得したら、それで良いというものではな

い。伝えていく責任がある。それは、救える命を救う、そう行動できる仲間を増やしていくことである。

「救命の連鎖」(「心停止の予防」→「早期認識と通報」→「一次救命処置（心肺蘇生と AED）」→「二

次救命処置と心拍再開後の集中治療」)を途切れさせてはいけない 23)。知識があっても躊躇して行動で

きなければ人を助けられない。傍観者になってはならない。傍観者は単にそのひとりの問題ではなく、

傍観者効果注 12)も相乗し、動くことができない人を増やしてしまう。そうならないよう、応急手当普及

員講習や応急手当指導員講習では徹底的にくりかえし実技の時間が設けられているが、ここからもっと

さまざまなかたちで、仲間や地域をまもることの意義を発信していくことが求められるのであろう。 

 

謝辞 

応急手当普及員講習や応急手当指導員講習を中心に、2023(令和 5)年度と 2024(令和 6)年度の 2 年

間にわたり、応急手当や救命処置に関して大府市消防本部・消防署の坂妻久成様、神上園昭和様をはじ

めとする消防職員の皆様からご指導を賜りました。 

また、バイスタンダーとしての体験を語ってくださった渋谷信様にも、この場を借りて感謝申し上げ

ます。 

人を助けられる方々に対し、心から敬意を表するとともに「仲間をまもり隊」として多くの学生が、

皆様の後につづいていけるよう今後も研鑽を重ねていく所存です。 

 

注記 

注 1)総務省消防庁の「令和 6 年版 消防白書」によると、2024(令和 6)年 4 月 1 日現在では、全国に 720 
消防本部、1,716 消防署が設置されている。 

注 2)日本スポーツ振興センター(2023 年)の「学校安全・災害共済給付ガイド」によると、2021(令和

3)年度の加入児童・生徒は児童生徒総数の約 95%、約 1,596 万人が加入しているという。2022(令
和 4)年度の加入状況は、以下の通りである。加入者の合計は、15,958,337 人(未加入者 827,989 人、

未加入率 4.9%)であり、その内訳としては、小学校の加入者が 6,233,792 人(未加入者 12,476 人、

未加入率 0.2%)、中学校の加入者が 3,270,436 人(未加入者 7,456 人、未加入率 0.2%)、高等学校の

加入者が 3,246,834 人(未加入者 62,930 人、未加入率 1.9%)、高等専門学校の加入者が 56,249 人

(未加入者 505 人、未加入率 0.9%)、幼稚園の加入者が 32,936 人(未加入者 191,562 人、未加入率

20.7%)、幼保連携型認定こども園の加入者が 694,115 人(未加入者 127,296 人、未加入率 15.5%)、

保育所等の加入者が 1,723,975 人(未加入者 425,764 人、未加入率 19.8%)である。 

注 3) 学校教育法第 1 条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学  

校および特別支援学校のことを指す。 

注 4)現行の学習指導要領は、小学校では 2020(令和 2)年度(2017 年 3 月改訂)、中学校では 2021(令  

和 3)年度（2017 年 3 月改訂）から全面実施、高等学校では 2022(令和 4)年度(2018 年 3 月改訂)

の入学生から年次進行で実施されている。この学習指導要領では、「外国語教育」や「プログラミン

グ教育」の充実にくわえ、2016(平成 28)年 6 月には選挙権年齢が 20 歳以上から 18 歳以上に引き

下げられ、さらに 2022(令和 4)年 4 月からは成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられたことか

ら、高等学校では主権者教育として公民科にすべての高校生が学習する必履修科目として「公共」

が新設されたこと、また消費者教育も学習するようにとなったことも注目を浴びたが、ほかに防災・

安全教育の充実を図るようにとされたものである。 

注 5)その他、医学用語として、救急隊員が行う処置を応急処置、救急救命士が行う処置を救急救命処置、  

医師が救急患者に行う一般的な処置を救急処置(救急治療)、医師が救命のために行う処置を救命処

置(救命治療)といい、このうち医療行為にあたるものは救急救命士の行う一部の救急救命処置と医
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師の行う救急処置(救急治療)、救命処置(救命治療)に限られている。 

注 6）「仲間をまもり隊」は、筆者が大府市消防本部・消防署の協力を得て、消防・救急・救助に関する  

専門的知識・技術を学ぶことによって、事故や災害等に直面した際、自ら、仲間、地域をまもるこ   

とができる学生をつくり育てたいという思いから 2023(令和 5)年 4 月に結成し、活動を開始した。 

注 7）1960(昭和 35)年、自治庁を改組し、地方行財政や消防、選挙制度等を所轄する自治省を設置し  

た。国家消防本部は国家公安委員会から分離し、自治省の外局である消防庁に改組される。2001(平  

成 13)年、中央省庁再編により、消防庁は総務省の外局となる。 

注 8）AED の使用法を含む成人に対する心肺蘇生法および大出血時の止血法の講習のことである。 

注 9）普通救命講習の内容にくわえ、小児・乳児・新生児に対する心肺蘇生法、傷病者管理法、手当の  

要領および搬送法の講習のことである。 

注 10）2023(令和 5)年度は応急手当普及員に 12 名の学生が認定され、同じメンバーである 12 名が応   

急手当指導員に認定された。2024(令和 6)年度は応急手当普及員に 13 名の学生が認定され、応急  

手当指導員には 13 名のうちの 12 名が認定された。ここでは、2023(令和 5)年度の 12 名と 2024(令 

和 6)年度の 13 名、合計 25 名の学生から回答を得ている。資格としては、応急手当普及員を 25 名 

が取得、応急手当指導員を 24 名が取得となるが、アンケートは 25 名に対して各年度の応急手当指 

導員講習後に実施している。 

注 11)バイスタンダーとは、怪我人や急病人が発生した場合、その場に居合わせた人のことをいう。 

注 12)他者に対し援助すべき状況であるにもかかわらず、周囲に多くの人がいることによって、「傍観

者」と同化してしまい、当事者意識を失い、援助行動が抑制されてしまう集団心理のことをいう。 
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